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（午前９時２７分 開会） 

大泉理事 これより議会運営委員会理事会を開会いたします。 

 

《議会運営委員会理事会の会議記録について》 

大泉理事 初めに、議会運営委員会理事会の会議記録ですが、９月20日、９月26日、９月

29日の３回分について事前に各理事にお送りしていますが、この内容で御承認いただけ

ますでしょうか。 

     〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

大泉理事 それでは、御承認いただきましたので、本日から公開の扱いといたします。 

 

《議案審査結果報告について》 

大泉理事 次に、議案審査結果報告について、事務局から説明をお願いいたします。 

議会事務局次長事務代理庶務係長 資料１を御覧ください。令和４年第３回定例会委員会

付託議案審査結果になります。 

 総務財政委員会、議案第46号、第47号、第49号から第51号、第57号から第59号、第61

号、第62号、以上10議案については原案を可決すべきものと決定。 

 保健福祉委員会、議案第53号、以上１議案については原案を可決すべきものと決定。 

 決算特別委員会、認定第１号から第４号、以上４件については決算を認定すべきもの

と決定。 

 以上でございます。 

大泉理事 ただいまの説明について何かございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

大泉理事 それでは、本会議において議案審査結果報告書を御確認願います。 

 

《請願・陳情審査結果報告について》 

大泉理事 次に、請願・陳情審査結果報告について、事務局から説明をお願いいたします。 

議会事務局次長事務代理庶務係長 資料２を御覧ください。令和４年第３回定例会委員会

付託請願・陳情審査結果になります。 

 総務財政委員会、４請願第１号、４請願第２号、以上の請願については採択すべきも

のと決定。 

 保健福祉委員会、１陳情第32号、３陳情第10号、以上の陳情については不採択とすべ

きものと決定。 
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 都市環境委員会、２陳情第１号、２陳情第41号、２陳情第42号、３陳情第29号、以上

の陳情については不採択とすべきものと決定。 

 以上になります。 

大泉理事 ただいまの説明について何かございますか。――それでは、本会議において請

願・陳情結果報告書を御確認願います。 

 

《委員会提出議案について》 

 委員会提出議案第２号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書 

大泉理事 次に、委員会提出議案について、事務局から説明をお願いします。 

議会事務局次長事務代理庶務係長 資料３を御覧ください。総務財政委員会で請願が採択

されたことに伴い、委員会提出議案第２号固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続

を求める意見書を提出するものです。 

 意見書の内容は、資料３のとおりです。朗読は省略させていただきます。 

 なお、委員会提出議案のため、会議規則第32号第２項の規定に基づき付託省略となり

ます。 

大泉理事 委員会提出議案につきましては、本日の本会議に提出されます。なお、説明の

とおり付託省略となりますので、御了承願います。 

 

《本会議の日程について》 

大泉理事 次に、本会議の日程について、事務局から説明をお願いいたします。 

議会事務局次長事務代理庶務係長 資料はございません。 

 この後、午後１時から本会議を開会、会議録署名議員は３番堀部やすし議員、２９番

安斉あきら議員。日程は、陳情の付託、各委員会の議案審査結果報告、採決。各委員会

の請願・陳情審査結果報告、採決。委員会提出議案第２号の上程、採決。閉会中の継続

審査、継続調査。 

 発言通告が出されております。そね文子議員、議案第62号について反対討論。 

 以上です。 

大泉理事 ただいまの説明について何かございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

大泉理事 それでは、ただいまの説明のとおりですので、よろしくお願いいたします。 

 

《令和５年度予算要求について》 
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大泉理事 次に、令和５年度予算要求について、事務局から説明をお願いいたします。 

議会事務局次長事務代理庶務係長 資料４を御覧ください。令和４年度のうち、新規に計

上されているものの予算になります。 

 議場及び委員会室放送設備について、個別放送設備を操作するパソコンのＯＳのサポ

ートが終了していること、また、前回の入替えから10年経過していることから、入替え

に伴う新規リースを行うための予算を計上、保守については入替えを行うため予算を減

額しております。議会中継設備について、本会議及び予算・決算特別委員会のインター

ネット中継機器は、導入後10年以上経過しており、故障の際に修理ができない可能性が

あるため、入替えに伴うセットアップ、リースを行うための予算を計上しております。 

 なお、年度途中の入替えを想定しており、それまでの期間は現在の機器を再リースす

るため、その経費を計上しております。 

 また、改選に伴う経費として、議会のしおり、新人議員に配付する防災服等の費用を

単年度経費として計上しております。 

 内容、金額については記載のとおりです。 

大泉理事 ただいまの説明について何かございますか。 

藤本理事 各会派から予算要望を出しているんですが、その回答と、今回こういうふうに

なった経緯を教えてください。 

議会事務局次長事務代理庶務係長 まず、今回の予算計上に当たっては、古くなってしま

って更新が必要になる機器について、その入替えを最優先することを考えておりまして、

今回のような予算の計上となっております。ですので、各会派からいただいた予算につ

きましては、ちょっと今年度については計上を見送ったということになります。 

藤本理事 であるなら、各会派に予算を聞くべきじゃないですよ。というか、予算の要望

を出しているのであれば、理事会なり何なりの場で、やっぱりこれが必要だとかという、

一定の我々としての議論があるべきなんじゃないですか。それを事務局が勝手にこれを

やるというのは、必要なことだと思いますよ、５年度予算のこの新規資料に関してはね。

ただ、予算要望として我々出している以上は、やっぱりどこかで議論する場が本来はあ

るべきだと私は思っておりますが、皆さんいかがですか。 

大泉理事 今、藤本理事からそのようなお話がございました。これについて何か御意見あ

りますか。 

浅井理事 私もそう思います。 

富田理事 必要な機器の入替え等の予算が事前に分かっているのであれば、私たちが予算

要望というその前にきちんとお伝えいただければというふうに思いますし、出したもの
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についての議論をする場というのは必要だと私も思います。 

大泉理事 今、富田理事からもそのように御意見をいただきました。おおむね今回の必要

な予算については御理解はいただいているものの、その決定過程の中にはまだ改善の余

地があるのかなということで、これを受けて、また今後にしっかりとそのあたりも考慮

に入れていただいてということでお願いできればと思います。 

浅井理事 確認なんですけれども、例えば議会費って枠予算になっているんでしょうか。 

大泉理事 今、浅井理事からそのような質問がありましたけれども、それについて答弁は

可能でしょうか、事務局。 

議会事務局次長事務代理庶務係長 ちょっと確認はさせていただくんですが、昔のような

枠というような形ではなくて、必要な経費を精査してスクラップ・アンド・ビルドでと

いうところかと思います。 

浅井理事 であれば、先ほどから議論されているように、やはり各会派に議会費の予算要

求は何かありますかって聞いているわけですから、それを集約して、それが例えばここ

に載っているならなぜそいつを載せたのか、載っていないとすればなぜなのかというの

は最低でも説明をされるべきだというふうに思います。 

大泉理事 そういったことで、そのあたりの御意見を重々受け止めていただければという

ふうに思います。 

 この件でほかに。 

島田理事 それでは、藤本さんの提案はなしということですか。もうこれで決定というこ

となんでしょうか。 

大泉理事 今、島田理事からそのような御意見がありました。今、これはもう決定事項と

いう受け止めになるのかどうかという点について。 

議会事務局次長事務代理庶務係長 大変申し訳ございません、こちらのほうで予算編成過

程について皆様に御相談ですとか打合せをする場、議論する場を設けずにこのような状

態になってしまって申し訳ございませんが、既に５年度予算については入力を締め切っ

ておりますので、ちょっと追加で計上が今できないという状況です。ですので、来年度

以降について、今回皆様から頂戴した意見を反映させたような形で考えさせていただけ

ればと思います。 

大泉理事 本来であれば、その決定、締切の前にそういった議論の場が設けられるべきで

あるという藤本理事の御意見におおむねこの理事会でもそれに同意しているというふう

な状況がございますので、その点をしっかり受け止めていただくということが前提とな

りますけれども、藤本理事、いかがですか。 
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藤本理事 もう締め切っているのであればそれはしようがないんだけれども、ただ、今後

に関しては、やっぱりその手順をしっかり踏んでもらいたい。こちらも予算要望を出す

ためにそれなりに時間を取って会派の中で議論をしているわけだから、そこに対してそ

れぞれの各幹事長が会派の人たちに報告する義務もあるわけで、そこはしっかり過程と

して今後組み入れていただきたいということです。 

議会事務局長 今回につきましてはこういう形で決めさせていただきたいと思いますけれ

ども、今、各理事のほうから御意見いただきましたので、これまでは内部の中で精査は

していたんですが、やはり優先順位とかいう形であれば、こちらの理事会の中でいただ

いた御意見、会派からの要望についてはしっかり議論する場を設けるべきだということ

で今お伺いしましたので、今後検討させていただきます。 

大泉理事 では、その点についてはしっかりよろしくお願いいたします。 

 そういった議論も踏まえまして、今回はこういった説明をいただいたとおりというこ

とになりますけれども、今後改善のことをしっかりと検討していただくということです

ので、各理事におかれましても、その点でよろしくお願いしたいと思います。 

太田理事 新年度の予算の締切があったというのは締切があったんだろうなと。だけれど

も、別段そんなものは補正予算だとか何だろうが、何とでもなるような気がするんだよ

ね。だから、今からでも別段、藤本さんが言うようなことは議論して、別に当初予算で

なくたっていいわけで、そんなことを思うんだけれどもね。やっぱりそれなりに議論し

ていいやということになればそれはそれでいいんだけれども、補正予算だってある話だ

から、別に今月なり来月なり議論すべきだろうと思うんだけれども。 

大泉理事 議会費ということですので、議会のこういった理事会というところでやはり話

す場を持つべきという御意見があります。技術的にはそういった場を持つということは

今後でも可能ではないかという御意見が今ありました。その点について、事務局として

いかがでしょうか。 

議会事務局長 御意見としてございましたので、緊急とか新規で必要であれば、そういう

形で補正予算の中では組むことはできますので、それは検討させていただきたいと思い

ます。 

大泉理事 優先順位ということでありましたけれども、その優先順位というのも我々とし

てやっぱり認識は共有すべきであるところだと思いますので、決定過程の前に本来であ

れば持つべきだったという御意見は十分理解ができるものだと思いますので、今後の検

討の中でそういった場をどこかで持つべきだというのが今理事会の中での御意見、集約

ということでよろしいですか、理事の皆様におかれては。１度そういった場をどこかの
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タイミングでつくっていただくということ、今回のこの新規資料に載せられているもの

についての必要性というのは理解をしておりますけれども、そのほかに何かある、補正

を組んでまでやっぱり必要だというふうに判断できるものがあるのであれば、その対応

も視野には入れていただきながら、一応そういった場を一旦設けていただいて、その結

果をまた翌年以降のしっかりとしたプロセスの中に組み込んでいただくということをお

願いできればと思います。 

 この件についてはよろしいですか。 

 それでは次に、議題外のところで事務局から報告がありますので、よろしくお願いい

たします。 

議会事務局次長事務代理庶務係長 資料はございません。10月17日月曜日の議会運営委員

会理事会の議題外で太田理事からお話のありました日経新聞の記事に関して御報告いた

します。 

 当該記事については、広報課長と担当記者との間で、道路拡幅計画について誤解を招

くような表現であったという認識は共有し、今後はそういった誤解のない表現をするこ

とを広報課長からお話ししたということを確認いたしました。 

 以上です。 

大泉理事 ただいまの説明について何かございますか。太田理事、よろしいですか。――

はい、分かりました。ただいまの説明のとおりとなりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 日程は以上となりますが、ほかに何かございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

大泉理事 なければ、議会運営委員会理事会を閉会いたします。 

（午前 ９時４３分 閉会） 

 

 

 

 

 

 

 


